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本日の内容

〇看護職員（保健師助産師看護師准看護師）の現状

と課題

・看護職員の就業の動向関係

・看護師等の養成関係

・病院等に勤務する看護師等の処遇改善

・研修等における看護師等の資質の向上関係

・看護師等の人材確保の促進に関する法律の基本指針の改定

〇 看護の未来へ向けて

・ 提言



看護師等の人材確保の促進
• 1992年に「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき制

定

【背景】

・保健・医療・福祉の需要増、労働力不足→看護職員確保が課題

【目的】

第１条：この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び保健

医療を取り巻く環境の変化に等に伴い、看護師等の確保の重要性が

著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するす

るための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、

処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関

心と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることに

より、病院等看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高

度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健

医療の向上に資することを目的とする。



看護師等の人材課確保の促進

• 看護師等の人材確保の促進については、厚生労働大臣・文部科学
大臣は、看護師等の確保を促進するための措置に関して、以下に
定める基本的な指針を策定しなければならない。（３条）

①看護師等の就業の動向に関する事項

②看護師等の養成に関する事項

③病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関すする事項（ただし

国家公務員・地方公務員の看護師等に関するものを除く）

④研修等による看護師等の資質の向上に関する事項

⑤看護師等の就業の促進に関する事項

⑥その他看護師等の確保の促進に関する重要事項



看護師等の確保を促進するための措置に関す
る基本的な指針の改定

• この指針は、約３０年ぶりに初めて改定された。

• 令和5（2023）年10月26日に、改定後の指針が告示

• 基本指針には、看護職の養成から人生１００年時代において看護職としてのキャリアを

歩む上での、処遇の改善、資質の向上、就業継続など、広範にわたる内容が含まれてい

る。

• 新たに新興感染症や災害等に備えた看護職の確保対策についても項目が設けられた。

• いずれの項目にも看護職が生涯を通じ、専門職として働き続けるために重要な事項が盛

り込まれている。



指針～はじめに（抜粋）

• この指針は、国、地方公共団体、病院等、看護師等、そして国民

がそれぞれの立場において取り組むべき方向を示すことにより、

少子高齢社会における保健医療を担う看護師等の確保を図り、国

民に良質かつ適切な医療の提供を図ることを目的とする。

【指針の構成】

１．看護師等の就業の動向 ２．看護師等の養成

３．病院等に勤務する看護師等の処遇の改善

４．研修等による看護師等の資質の向上

５．看護師等の就業の促進

６．新興感染症や災害等への対応に係る看護師等の確保（新設）

７．その他看護師等（看護職員）の確保の促進に関する重要事項

















































病院等に勤務する看護師等の

処遇の改善









看護協会・看護連盟とは
〇日本看護協会と都道府県看護協会の各組織が運営

・全国の看護職（保健師・看護師・助産師・准看護師）が自らの意

思で加入する専門職能団体。

・全国の看護職約１６６万人のうち約７６万人加入（R4年末）

・茨城県の看護職３万２６４１人のうち１万６０３１人（R4年末）

〇日本看護連盟と都道府県看護連盟の各組織が運営

・看護協会の看護政策を実現するための活動を中心に行う団体

・看護協会会員であること

・日本看護連盟会員は約１８万人加入（R4年末）

・茨城県看護連盟会員は約4,800人加入（R4年末）



看護協会と看護連盟の活動
• 人々の人間としての尊厳を維持し、健康で幸福でありたいという

普遍的なニーズに応え、人々の健康な生活の実現に貢献する。

そのため、

〇教育と研鑽に根ざした専門性に基づき看護の質の向上を図る

〇看護職が生涯を通して安心して働き続けられる環境づくりを

推進する

〇人々のニーズに応える

看護領域の開発・展開を図る

以上、日本看護協会の使命である。看護協会と看護連盟は役割を分

担しながら協働して活動し問題解決を図っています。

（出典：日本看護協会定款３条）





専⾨性の向上
専⾨看護師・ 認定看護師
特定⾏為研修修了者
ナースプラクティ ショ ナー（ 仮称）

看護管理
認定看護管理者

現場の最前線
ジェ ネラリ スト

基礎看護教育・ 研究
看護教員・ 研究者

医療・ 介護・ 福祉を守る
各領域の看護職

看護協会の活動
医療・ 看護政策の提⾔
エビデンスの開発

看護連盟の活動
医療・ 看護政策の実現
看護をまもる









タスクシフト/シエアについて
〇医師の働き方改革を進めるためのタスクシフト/シェアの推進に

ついて

①特定行為に係る看護師の研修制度の活用促進

・２０２５年に向け更なる在宅医療等の推進を図るために創設された制度

・医師の判断を待たずに、手順書（＝指示）により研修修了看護師が一定

の診療の補助を行う

• 外来や訪問看護、介護施設において、看護の専門性をさらに発揮

した活動が可能（日本看護協会の見解）

〇看護師から見たタスクシフト/シェア

・タスク・シフティング＝業務の移管、タスク・シエアリング＝業務の共同化

・個々の従事者の業務負担を最適化しつつ、医療の質を確保する方法



タスクシフト/シェアについて

• 看護師がその専門性をさらに発揮でき、より質の高い医療を提供

できる体制整備が重要

• 日本看護協会では「看護の専門性の発揮に資するタスク・シフト

/シェアに関するガイドライン及び活用ガイド」2022年6月公表

• 看護補助者の確保困難：看護のタスクシフトが進まない要因

①2017年：220,432人→2020年：192,348人と減少

②募集しても集まらない

小規模施設ほど確保困難

・茨城県看護協会では、「令和4年度看護補助者の働く現状を把握

するための調査」を実施



ナースセンター業務について
• 中央ナースセンターは、厚生労働大臣の指定を受け、公益社団法

人日本看護協会が運営。都道府県ナースセンターは、各都道府県

知事の指定により、４７都道府県にある各看護協会が運営してい

る。

• 都道府県ナースセンターは、看護職員確保対策の拠点としている。

• 業務は、①病院等における看護師等の確保の動向と就業を希望す

る看護師等の状況に関する調査、②高齢化社会の到来に対応する

ための訪問看護支援事業（訪問看護師養成講習等）③看護につい

ての知識・技能に関する情報の提供、相談その他の援助④病院等

の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確

保に関する情報の提供、相談その他の援助、⑤看護師等について

無料の職業紹介事業、⑥看護師等に対し、就業の促進に関する情

報の提供、相談その他の援助の実施、⑦看護に関する啓発活動、

⑧その他、看護師等の確保を図るための必要な業務を行う。





第213回通常国会
2024年３月７日予算委員会質問
〇看護職国会議員石田まさひろ参議院議員は、人口減少社会

において質の高いケアを提供する観点から、新たな事業の展開

などを求め、厚生労働大臣から検討を進める旨の回答を得た。

【質問要旨】

・ナースセンターを活用した看護師派遣事業を展開

・従来からある看護師派遣事業所に置き換わるのではなく、

ナースセンターが専門性の高い看護師を雇用し、医療機関が

専門性の高い医療を進めようとする際に派遣することをイメ

ージしている。

・ナースセンターにコンサルテイング機能も持ってもらいたい

等



ナースセンターの機能拡充

• 都道府県ナースセンターは、訪問看護を含む看護分野について、潜在看護職の復職支援等

（無料職業紹介）や、看護職・医療機関に対する情報提供・相談対応を行うとともに、訪問看護等

に知識・技術に関する研修を実施。

• 訪問看護人材の確保推進に向けて、都道府県ナースセンターの取り組みの充実を図ることが重

要

• 日本看護協会は、2019年～2022年度に試行的に「訪問看護総合支援センター」事業を実施

• 訪問看護総合支援センター機能のある都道府県数は、2019年15か所、2020年19か所、2022年

24か所である。（日本看護協会調査）



茨城県の動向



茨城県医療人材の数値指標

人口１０万対２０
２０年

医師 歯科医師 薬剤師

看護職員 リハビリテーション専門職員

保健師 助産師 看護師 准看護師 総数 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

茨城県 203.6 68.2 233.8 45.2 26.4 820.5 246.4 1138.5 54.1 28.5 10.7

全国平均 269.2 85.2 255.2 44.1 30.1 1015.4 225.6 1315.2 67 37.9 13.3

比較 ―65.6 ―14.3 ―21.4 1.1 ―3.7 ―194.9 20.8 ―176.7 ―12.9 ―9.4 ―2.6

全国順位 46位 33位 20位 37位 40位 44位 27位 42位

2016年末と比較 ３２５人増加

62人増 ４人増 625人増 △689人

※2020年と比較

実数（人） 5,838 1,979 6,704 1,295 757 23,523 7,064 32,639 1,552 817 306

※厚労省「R2年医師・歯科医師・薬剤師統計」、厚労省「R4年衛生行政報告例」、厚労省「R2年医療施設（静態）調査」



茨城県医療人材の数値について
〇 医師については、詳細な「茨城県医師確保計画」がある

〇 歯科医師については、国の当面目標を達成（人口10万対50人）

〇 薬剤師については、国が新たな指標「薬剤師偏在指標」算定、

確保対策もある

〇 看護職員については、2019年度に厚労省の「医療従事者の需給

に関する検討会看護職員需給分科会中間とりまとめ」で、2025

年における看護職員の需給推計結果が示された
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【資料出所：厚生労働省・R4(2022)年衛生行政報告例】
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(単位:人)

令和4(2022)年 令和2(2020)年

茨城県 全国 茨城県 全国

就業者数
人口 人口

就業者数
人口 人口

10万対 10万対 10万対 10万対

保健師 1,357 47.8 48.3 1,295 45.2 44.1

(全国順位) (40位) (37位)

助産師 761 26.8 30.5 757 26.4 30.1

(全国順位) (43位) (40位)

看護師 24,148 850.3 1,049.8 23,523 820.5 1,015.4

(全国順位) (44位) (44位)

准看護師 6,375 224.5 203.5 7,064 246.4 225.6

(全国順位) (28位) (27位)

合計

32,641 1,149.4 1,332.1 32,639 1138.5 1,315.2

(42位) (42位)

( )内は全国順位 【資料出所:厚生労働省･令和4(2022)年衛生行政報告例】

茨城県の現状 看護職員就業者の推移
令和4年末における人口10万人あたりの看護職員数は全国平均を下回っている



二次保健医療圏別就業看護職員数
出所：厚生労働省：R４年衛生行政報告例

医療圏名 看護職員数（人） 人口１０万対

水戸 6,984 1543.3

日立 3,056 1293.4

常陸太田・ひたちなか 3,088 893.7

鹿行 1,946 738.6

土浦 3,174 1256.6

つくば 4,824 1327.9

取手・竜ケ崎 4,996 1093.0

筑西・下妻 2,412 969.2

古河・坂東 2,161 975.9

※５圏域が全国平均を下回る。全国平均上回るのは水戸圏域のみ
※看護職員の総数確保に加えて、地域偏在の解消が必要
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茨城県看護職員の離職の状況
保健師助産師看護師の現状（R４年）

〇看護師の主な離職理由（複数回答）

第１位：結婚、妊娠、出産、子育て→５，７９４件

第２位：他分野への興味→２，１２４件

第３位：職場の人間関係→１，７８９件

第４位：家族の転勤，引越→１，３３９件

第５位：長時間の勤務（業務量の多さ）→１，２９４件

※第１位の結婚、妊娠、出産、子育てについては、職場環境、

子育てしやすい保育所等の体制整備が課題



茨城県の現状
看護職員の需給見通し

• 令和元（2019）年度に厚生労働省の「医療従事者の需給に関する

検討会看護職員需給分科会中間取りまとめ」において、令和７

（2025年）における看護職員の需給推計結果が示された。

・本県における需給数は、実人員ベースで38,741人～41,606人と

推計されており、829人～3,694人の供給不足が見込まれるという

結果が公表された。
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看護師の主な再就職理由



茨城県看護師等養成施設の状況
～R６年度県内の各養成施設の入学定員（R６/４/１現在）～

施設・課程数 定員数（人） 入学者数（人）

看護大学 5校 360 347

看護師３年課程 16校 760 612

看護師２年課程 3校 80 37

看護師課程 ：5年一貫 2校 80 77

准看護師過程 ４校 240 112

助産師過程 ４校 55 47

計 27校34課程 1,575 1,232

・定員数より入学者が少ない、定員割れ
出所：保健師助産師看護師の現状 茨城県保健福祉部



茨城県看護師等養成施設の状況
～R5年度の県内養成施設の卒業・就業～

卒業者数 就業者数
a

県内就業者数
b

県内就業率
b/a

看護大学 ３８０ ３１７ ２０４ 64.4%

看護師３年課程 ６６３ ６１５ ４８９ 79.5%

看護師２年課程 １６４ １５４ １２１ 78.6%

看護師課程
５年一貫 ６９ ６０ ５１ 85.0%

准看護師課程 １１５ ８８ ８０ 90.9%

助産師課程 ５２ ５２ ２６ 50.0%

計 １,１４３ １,２８６ ９７１ 75.5%

・看護大学卒業生は県内就業率が低い
出所：保健師助産師看護師の現状 茨城県保健福祉部



茨城県看護職員の離職の状況
出典：日本看護協会「病院看護実態調査～2021年病院看護実態調査」

2019（R元）
年度

2020（R2）
年度

2021（R3）
年度

茨城県（正規雇用)
（％） 11.5 10.7 10.7

全国（正規雇用)
（％） 12.1 10.6 11.6

茨城県(新卒）
（％） 8.8 8.2 8.0

全国(新卒）
（％） 8.6 7.8 10.3

・新卒は、修学資金等の返済も関係し離職率が低い傾向



4,174 

1,563 

1,183 

998 

993 

855 

605 

573 

412 

379 

334 

295 

221 

144 

1,908 

結婚、妊娠、出産、子育て

他分野への興味

職場の人間関係

家族の転勤、引越

長時間の勤務(業務量の多さ)

給与、待遇に不満

家族の介護や看病

自分の病気、健康の不安

定年退職

責任の重さ、医療事故への不安

夜勤の負担が大きい

進学、研修、留学

休日･休暇が取得できない

教育体制が不十分

その他

看護師の主な離職理由 複数回答

件

出典：保健師助産師看護師の現状(R4)茨城県保健福祉



看護職員確保に向けた施策

①養成促進

・県立看護専門学校の運営、結城看護専門学校

・看護師等養成所運営助成費

・学習環境整備事業（県立等３看護専門学校）

・看護師等修学資金貸付事業 ・准看護師試験

・専任教員養成事業

②定着促進 ③再就業支援

・病院内保育所運営助成費

・看護職員定着対策事業：新人看護職員研修、協働推進研修事業

外国人看護師候補者支援事業

・看護協会委託事業：ナースセンター事業、助産師出向支援事業、

看護職員就業相談員は県面接相談事業



看護職員確保に向けた施策

④質の向上

・看護師特定行為研修推進事業

・新人から管理者まで段階に応じた研修の実施

・県立中央看護専門学校の4年制化（R8年度から）

・看護協会委託事業：看護職員ブラッシュアップ研修事業、訪問看護支

援事業

（出所：第８次茨城県保健医療計画）



「現場の声」のアンケート結果
• 県看護連盟では、R6年度は６回の会員研修を実施。研修会後に日頃

現場等で最も問題と感じていること18項目についてアンケートを行い

「現場の声」として単純集計し評価している。

• 対象は看護管理者1回、会員3回、新入会員1回、青年部会員１回の

計6回の延べ受講者数：８０３名

• 問題と感じていること上位５位については以下の通り

・６回の研修受講者の上位５位の項目については、「看護要員の不

足」「給与や各種手当の支給額の低さやサービス残業時間が多い」

「人間関係のストレス」「過重労働・超過勤務等」「ワーク・ライ

フ・バランスの不均衡」である。

① 青年部の１位は、「給与や各種手当の支給額の低さやサービス残業

が多い」と回答している。



「国家公務員医療職俸給表（三）改正の
看護職員への波及効果に関する調査

～全国1200病院からの改正の影響～

• 日本看護連盟がグーグルフォームを使用した質問紙調査（Web）

• 調査対象：日本看護連盟会員が就業している全国２８３１病院

の看護部長等

・調査期間：2023年11月13日～12月3日までの21日間

・調査内容：①病院の概要、②回答者の属性、③処遇改善に向けた

所属病院経営者への看護部長の働きかけの状況、

④看護職員の処遇（給与）改善の状況

・調査結果：詳細は、日本看護連盟ホームページ参照

https://kango-renmei.gr.jp

https://kango/


調査結果概要
〇 改正「医療職俸給表三」の民間病院等への波及状況

・回答率：42.4％（1,200病院から回答）分析対象：1,182病院

・全国の平均値および標準偏差は41.8±7.9％

・本調査から、「処遇が改善された」のは、看護師長が20.8％、

副看護師長が17.3％、専門看護師が12.5％、認定看護師が14.7％

という結果が得られた。

・「医療職俸給表三」を参考に給与表を作成していると回答した

病院が24.3％という回答結果から、「医療職俸給表三」の改正

に伴い、約2割の病院では処遇が改善されたことが推察された。

・日本看護協会が行った「2023年病院看護実態調査」も参考に

されたい。



































提言
〇 茨城県に看護師等確保対策を主とする看護政策検討の場を

現在、「いばらき自民党看護政策懇話会」が設置されている

〇 看護学校養成施設の入学定員割れ対策、県内就業率アップ対策

〇 ナースセンター機能の拡充：訪問看護総合支援センターの設置

〇 看護師等修学資金貸付事業の内容、基準の見直し：対象の拡大等

〇 在宅医療・介護推進のために訪問看護ステーションの充実:個所数、

人材の確保

〇 在宅ケアの体制整備として、厚生労働省に「訪問看護推進室」が新

設

〇 看護補助者に関する明記と定着推進（第８次茨城県保健医療計画）

〇 県立看護大学の設置を希望
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